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北

支

物

納

小

作

制

度

0) 

A 

木

1lfJ 

之

芳

北
支
、
特
に
河
北
・
山
東
・
河
南
の
一
一
一
省
に
於
て
は
、
如
何
た
る
形
態
D
小
作
制
度
が
行
は
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
に
、
普
賢
業
部

中
央
農
業
賓
験
所
の
「
農
情
報
背
」
に
よ
れ
ば
、
河
北
省
で
は
銭
租
(
金
納
小
作
)
五
二
・
=
%
、
穀
租
(
定
鯛
穀
納
小
作
)
一
二
・
六

%
、
分
租
(
分
鍵
小
作
)
三
六
・
一
川
河
で
あ
り
、
山
東
省
で
は
銭
租
二
一
0
・
四
%
、
，
穀
租
二
一
0
・
五
%
、
分
組
三
九
・
…
%
で
あ
り
、

河
南
省
で
は
銭
租
一
六
・
五
%
、
殺
租
コ
一
九
・
五
%
、
分
稿
四
四
・
O
V
A
と
た
っ
て
ゐ
る
叫
ま
た
土
地
委
員
合
白
「
杢
闘
土
地
調
賓

報
告
綱
要
」
に
よ
れ
ば
、
河
北
省
で
は
定
相
鑓
租
制
六
一
了
六
二
%
、
定
額
物
粗
削
一
七
・
六
二
%
、
普
通
分
収
制
-
六
・
七
一
%

制
工
分
牧
制
一
一
7
0
0
%
、
共
白
他
0
・
0
五
町
み
で
あ
り
、
山
東
省
で
は
定
額
錨
組
制
二
二
・
一
四
%
、
定
刻
物
組
制
コ
一
六
・
五
入

日
月
、
普
通
分
牧
制
四
0
・
二
七
%
、
例
工
分
収
制
一
・

O
一
一
%
で
あ
り
、
河
南
省
で
は
定
幅
削
銭
租
制
八
・
八
一
%
、
定
樹
物
組
制
一

九
・

O
二
%
、
普
通
分
牧
制
七
一
-
六
六
%
、
制
工
分
収
制
0
・
二
八
%
、
共
の
他
0
・
二
二
一
広
と
た
っ
て
ゐ
る
均
こ
れ
ら
の
小
作

制
度
む
う
ち
、
金
納
小
作
制
度
た
る
銭
租
、
印
ち
定
額
銭
租
畑
町
並
に
分
谷
小
作
制
度
た
る
分
租
、
邸
ち
分
収
制
似
つ
い
て
は
、
腕

に
論
法
し
た
か
ら
、
己
の
小
論
に
於
て
は
殺
租
た
る
定
額
物
租
制
を
物
納
小
作
制
皮
た
る
名
稲
の
下
に
取
扱
ム
と
と
h
す
る
。

惑
に
問
題
と
す
る
物
納
小
作
制
度
は
、
「
匂
租
」
、
「
穀
租
」
、

1
定
租
」
、
「
定
傾
租
L

、
或
は
「
定
額
物
租
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ

H
Y
小
作
料
は
小
作
契
約
上
、
米
、
小
姿
、
架
、
高
梁
、
大
豆
、
或
は
棉
花
等
の
現
物
心
一
定
額
を
以
で
確
定
し
、

E
D
現
物
を
以

戸
第
五
十
六
巻

北
支
白
物
納
小
作
制
度

七

勢

班

七

農情報告、静三巻静岡期、民間で十四年四月、九O百。
土地委員骨縮、全国土地調査報告制要、民図二十六年一月、四三頁a

捌稿、北支m金納A、作制度、組持論叢、停五 I一五巻、事事三宮由。
拙稿、北支白小作制度、東亜紹持論議、第二巻、第三城。
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北
支
由
物
納
小
作
制
度

第
五
十
六
巻

一
凡

一
穫
の
穀
物
を
納
付
す
る
も
の
あ
り
、
数
種

，.、

第

鵠

て
納
付
す
る
小
作
制
度
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
納
付
す
る
現
物
の
極
類
に
闘
し
て
は
、

の
一
農
産
物
を
納
付
す
る
も
白
も
あ
る
。

E
D
物
納
小
作
料
白
季
別
納
付
赦
態
を
見
る

K
、

一
季
の
収
穫
の
み
に
小
作
料
を
納
付
す
る

一
般
的
に
は
揚
子
江
流
域
以
南
の
諸
省
に
は
一
季
納
が
多
〈
戸
黄
拘
流

域
各
省
に
は
各
季
納
の
割
合
が
多
い
。
蓋

L
中
南
支
に
於
亡
は
水
田
が
多
く
、
且
つ
水
岡
地
帯
の
現
物
小
作
料
は
主
と
し
て
梢
穀
を

も
の
あ
り
、
ま
た
各
季
む
収
穫
に
納
付
す
る
も
の
も
あ
る
。

以
て
定
め
ら
れ
る
た
め
、

E
の
地
帯
忙
於
て
は
或
る
一
一
李
白
牧
穫
、
帥
ち
稲
牧
穫
に
到
し
て
の
み
小
作
料
が
支
搬
は
れ
る
所
が
多
い

が
、
之
に
反
し
、
黄
河
流
域
の
各
省
は
阜
地
地
帯
に

L
て
、
己
誌
で
は
小
姿
、
粟
、
高
梁
、
五
回
刊
黍
、
大
豆
、
棉
荘
等
の
各
積
作
物

が
栽
培
せ
ら
れ
る
か
ら
、
物
納
小
作
料
は
各
種
の
形
態
を
と
り
、
従
っ
て
小
作
料
は
各
季
の
牧
穫
に
針
し
て
支
搬
は
れ
る
と
と
t
h

た

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
小
作
料
の
額
に
至
つ
て
は
、
士
地
の
肥
鹿
市
、
交
活
白
使
否
、
描
惜
概
設
備
の
有
無
、
そ
の
他
一
毛
作
凹
た
る
か

二
毛
作
同
た
る
か
の
事
情
に
よ
っ
て
も
、
地
方
的
に
異
ワ

F
ゐ
る
。
己
の
物
納
小
作
制
は
、
牧
穫
の
盟
凶
如
何
に
拘
ら
や
、
心
初
年
品

や
一
定
額
の
現
物
を
納
付
す
べ
き
常
売
制
と
、
不
作
・
凶
作
の
揚
合
に
は
、
減
牧
に
勝
巳
て

f

一
定
の
減
免
を
行
ふ
減
売
制
と
に
分
れ

る
。
前
者
は
所
謂
「
塑
年
不
加
、
教
年
不
減
」
を
建
前
と
す
る
も
の
で
、
地
方
に
よ
り
之
を
「
板
租
」
、
「
俄
租
L

、
「
硬
租
」
主
た
ほ

「
呆
租
」
と
も
い
ひ
、
後
者
た
る
減
免
租
は
之
を
「
棋
租
」
、
ま
た
は
「
非
餓
租
」
と
も
呼
ん
で
ゐ
る
ロ

己
の
小
論
で
は
北
支
、
特
区
河
北
・
山
東
・
河
南
省
の
各
地
に
於
け
る
物
納
小
作
制
度
を
研
究
白
川
訓
象
と
し
、
乙
の
物
納
小
作
制

の
性
格
段
に
そ
の
経
済
的
諸
聞
係
を
吟
味
せ
ん
と
す
る
も
白
で
あ
る
が
、
先
づ
砲
で
は
河
北
・
山
東
・
河
南
省
の
各
地
に
於
げ
る
物

納
小
作
叩
皮
の
概
況
、
そ
の
所
在
地
、
世
に
之
が
資
料
を
左
に
表
示
す
る
己
と
ミ
す
る
。

第

表

何
北
・
山
東
・
阿
南
省
四
各
地
に
於
け
る
物
納
小
作
制
白
概
祝
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在
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時
ホ
降
車

北
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鞠
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作
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とオレこ市l
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納

定
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物

11、
作

制
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はj自に相か作
口問定中つ制
]J[はめばたに
剖ーらすがは
多年れる、金
いの、。四抽
がも一分、、
、の畝怨五鞠

契が常制年柄
拘多りは車定
書〈上比企舗
に、地税納且
土長山的制u'
る〈斗事に分
場と、な改接
合も中い品申
も五地。ら三
あ年三物れ種
るを3ト事内る泊号
。超、定もあ

え F視のる
る地申jカミ。
も→は多以
白斗穀〈前
ほ←E柄、は

なあで現物

車系

一
「
同
凶
十
七
年
の
本
牒
第
一
一
一
匹
内
町
ニ
育
問
農
家
調
査
に
よ
れ
ば
、
金
納
小
作
農

一
一
同
教
は
計
五
寸
九
に
し
て
、
拘
柄
小
作
戸
肢
は
計
十
六
で
あ
る
。
こ
の
帽
柄
定

三
樹
小
作
料
は
一
畝
常
り
、
上
等
地
は
棉
花
一
一
人
・
一
一
一
斤
、
或
は
穀
干
六
・
子
サ
一

一
或
は
小
葬
一
一
了
五
斗
に
し
て
、
中
等
地
は
柿
花
こ
↓
一
一
二
一
斤
、
或
は
穀
子
一
一
一
・
一

)
一
斗
、
或
は
高
梁
凹
ヰ
、
或
は
小
葬
一
・
七
ヰ
に
し
て
、
下
等
地
は
棉
花
九
斤
一

一
或
は
般
子
一
・
五
司
、
或
付
高
架
ニ
斗
、
或
は
小
葬
八
升
で
あ
る
。
小
作
期
間
一

一
は
井
戸
ち
る
閑
地
な
れ
ば
五
年
、
早
地
な
れ
ば
三
年
が
多
い
。
契
約
に
は
文
書
↑

「
に
よ
る
も
の
と
ロ
頭
に
』
る
も
申
と
白
別
あ

p
e

一

一
「
本
村
白
小
作
制
に
は
抑
制
定
額
制
た
る
納
組
主
分
得
制
た
る
分
種
と
O
二
極
あ
一

一
り
、
そ
の
普
及
の
訓
告
は
納
程
九
、
分
種
一
で
あ
る
。
皐
地
は
二
年
一
一
一
作
な
る
一

一
聞
係
上
、
上
地
で
は
第
一
年
度
に
梁
及
び
小
葬
を
作
り
、
そ
の
牧
最
は
夫
々
毎
一

二
融
四
ヰ
づ
ワ
に
し
て
、
小
作
料
は
夫
々
二
ヰ
五
升
づ
つ
で
あ
り
、
第
二
年
度
は
一

~
豆
を
作
り
、
そ
白
枇
量
は
一
一
一
斗
五
升
に
し
て
、
小
作
料
は
一
牛
五
升
で
あ
る
。
十

一
中
地

E
は
第
一
年
度
に
高
架
次
世
小
葬
を
前
回
夕
、
そ
白
耽
量
目
夫
々
凹
斗
且
刊
日
一

一
ご
斗
五
升
に
し
て
、
小
作
料
は
夫
々
ニ
斗
-
M
A
W
V

一
斗
五
升
で
あ
り
、
第
二
伊
度
一

一
は
豆
を
作
り
、
そ
の
一
収
置
は
ニ
ヰ
に
し
て
小
作
料
は
一
斗
五
升
百
あ
る
。
小
作
一

「
期
間
ば
有
期
に
し
て
、
一
一
一
年
又
は
五
年
が
多
い
@
小
作
契
約
は
文
書
に
よ
る
も
」

「

町

一

が

多

い

。

一

一
「
本
村
田
小
作
制
に
は
物
納
分
筏
制
主
軸
納
定
鯛
制
と
の
こ
穂
あ
り
、
前
者
が
六
一

三
割
、
役
者
出
回
割
を
占
品
て
ゐ
る
。
と
の
拘
制
定
額
小
作
料
は
、
木
村
田
耕
作
一

第
五
十
六
巻

ブL
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二
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f 、

満
階
調
査
部
、
北
支
農
村
概

祝
剖
査
報
告
(
二
)
、
事
安
購

帯

韓

ブL
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北
支
四
物
納
小
作
制
度

山
東
省
事
安
勝
第
一
回
下

両
隅
描
糠
窪
症

向
南
省
移
徳
牒
第
一
回
宋

村
及
促
七
県
山
山

阿
南
省
蜘
牒
稲
川
郷
、
安

思
及
び
大
奥
村

第
五
十
六
巻

O 

紫

斑

O 

吟
味
し
上
う
。

以
上
掲
げ
た
河
北
・
山
東
・
一
阿
南
省
の
各
地
に
於
廿
る
物
納
小
作
制
度
を
比
絞
し
つ
t
h

、
そ
の
性
格
世
に
之
が
粧
消
的
諸
閥
係
を

こ
離
式
出
二
年
一
一
一
作
制
な
る
関
係
上
、
小
委
、
架
、
苛
豆
白
穀
究
及
び
宝
梓
を
以
一
第
一
直
下
西
岡
捌
湧
窪
荘

一J

て
納
付
L
、
そ
の
割
は
一
畝
笛
り
穀
民
三
五

O
斤
前
後
、
重
枠
二

C
O
斤
で
あ
一
(
昭
和
寸
王
年
一
月
)

二
る
。
小
作
期
間
は
円
以
短
二
年
な
る
も
、
班
方
に
異
議
な
き
限
mυ

何
年
舌
も
縦
続

一
「
さ
れ
る
。
こ
の
物
納
定
額
小
作

ω
契
約
は
一
般
に
文
菩
を
以
て
な
さ
れ
る
。

一
「
本
町
怖
に
最
も
院
〈
芳
次
し
て
ゐ
る
の
は
サ
谷
小
作
制
で
も
る
が
、
物
納
定
額
-
小
一
揃
蛾
調
査
部
、
北
支
持
村
概

二
作
制
も
部
分
的
に
行
は
れ
で
ゐ
る
。
ホ
地
引
定
制
小
作
料
は
一
畝
常
り
小
書
二
一
況
制
査
報
告
、
拶
倒
牒
部
一

二
斗
宇
乃
豆
一
一
一
斗
、
曜
二
斗
中
乃
至
一
一
一
斗
に
し
て
、
そ
白
収
荒
は
小
事
五
牛
、
粟
一
恒
常
村
及
侠
七
旧
作
山
(
昭
和

二
六
斗

E
あ
る
。
二
毛
作
可
槌
四
早
地
一
畝
常
り
小
作
料
は
小
穿
ニ
ヰ
中
乃
宝
三
一

lr
五
年
十
月
)

二
斗
に
し
で
、
そ
の
壮
却
は
小
寒
コ
一
斗
浩
至
阿
斗
、
梨
一
斗
浩
至
問
ヰ
て
あ
る
。

二
車
作
早
地
の
小
作
料
は
一
斗
ヰ
乃
翌
二
斗
に
し
て
、
そ
の
股
査
は
一
一
一
見
l

乃
里
凹

二
斗
で
あ
る
C

こ
白
小
作
契
約
は
一
般
に
文
書
に
土
る
。
小
作
期
限
は
一
平
が
最

二
込
多
く
、
之
に
主
「
も
の
一
位
一
一
以
I
A
主
凹
年
で
あ
る
が
、
併
し
同
一
契
約
が
縦

一
「
締
せ
ら
れ
る
の
が
持
逼
で
あ
る
。

「
諮
問
御
で
は
定
額
融
租
が
六

O
M畑
、
品
げ
程
岡
山
川

O
弘
、
安
器
官
は
定
鯛
鍛
租
が
一
行
政
院
陸
村
復
興
委
員
合
、

二
十
二
一
ニ
匹
、
骨
粗
油
大
J
L

匹
、
大
史
村
で
は
定
作
穀
祖
が
ニ

O
回
、
分
租
が
八

O
一
が
南
省
農
不
調
査
(
民
国
二

一
括
を
占
め
て
ゐ
る
e
稲
同
郷
に
於
け
る
何
拙
の
定
相
小
作
料
は
姿
問
斗
、
玉
米
一
「
ニ
一
年
)

一
一
凶
斗
、
大
来
五
ヰ
に
じ
て
、
之
を
倒
仰
に
暗
算
す
れ
ば
、
民
間
二
十
二
年
さ
は

一
肱
穫
情
楠
の
六
七
・
五
が
に
常
る
。
安
斑
で
は
特
献
の
小
作
料
は
葬
三
斗
に

L

一
て
、
牧
碓
例
制
白
三
六
・
凹
芦
に
詰
る
。
ま
た
大
史
村
に
於
で
も
之
ー
と
同
様
で

二
あ
る
。
小
作
契
約
は
文
帯
に
よ
る
。
小
作
期
間
は
普
詔
三
年
、
最
長
百
年
な
る

」
「
も
、
小
作
料
の
滞
納
が
な
け
れ
ば
純
一
細
小
作
せ
ら
れ
る
白
を
普
調
、
と
す
る
。
ト

物
納
定
額
小
作
制
に
あ
り
で
は
現
物
の
一
定
価
制
を
以
て
小
作
料
を
確
定
し
、
そ

の
現
物
を
以
て
納
付
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
物
納
定
制
小
作
制
の
成
立
す
る
前
提
保
件
の
第
一
と
し
て
は
、
収
穫
量
が
比
較
的
同

定
し
て
ゐ
る
己
と
を
必
要
と
す
る
。
削
ち
天
水
又
は
不
安
定
な
る
濯
淑
に
よ
る
耕
地
、
若
く
は
劣
等
地
に
し
て
、
国
品
々
不
作
・
凶
作

F 、

ー) 

物
納
定
額
小
作
制
の
成
立
前
提
候
件

• 
前掲、満鍛小作(昭和十六年白十月二f五日宝十一月 T五 H)、於Jl-l東哲雄城
県議時水枠制、一五頁。 日) 前J晶、河北省熊崎牒寺北柴材、小作闘掃事項
質問躍答(第十一説)11、作第二岡田 、阿 頁。 13) 前摘、描館、 11、作姉
帯斗ー二腕、河北省報拭願寺北柴村. (昭和十七年五月)五頁。

II) 



mu

起
る
廃
に
於
て
は
、
物
輸
定
額
制
は
之
主
採
川
ず
る
を
得
宇
、
分
袋
小
作
制
を
採
ら
す
る
を
得
た
い
。
例
へ
ば
前
掲
の
河
北
省
環

城
際
寺
北
柴
村
正
於
貯
る
質
問
肱
答
で
は
、
「
匂
種
(
物
納
定
観
小
作
)

と
摘
種
(
分
縮
小
作
)
は
土
地
の
如
何
に
依
っ
て
定
め
る
か
」
と

の
質
問
に
割
し
、

土
地
が
惑
い
と
捕
種
白
方
が
多
い
」
と
答
へ
て
日
h
b

「
何
故
土
地
が

一
小
作
人
は
「
全
部
そ
う
云
へ
た
い
が
、

惑
い
と
摘
種
が
多
い
か
」
と
の
質
問
に
到
し
て
は
、
フ
吃
れ
は
毎
年
の
牧
穫
少
く
、
匂
程
の
様
に
定

P
た
糧
食
を
符
A
Y
小
作
料
を
納

め
る
己
と
が
出
来
む
か
ら
で
あ
る
U

と
答
へ
て
ゐ
る
。
岡
村
の
他
の
一
ー
小
作
人
は
、
「
匂
種
に
し
な
い
で
摘
種
に
し
た
叫
向
は
L
、「干

』

匂

}

地
だ
か
ら
収
穫
が
一
定
し
て
ゐ
な
い
か
ら
」
と
云
っ
て
屑
り
更
に
他
の
小
作
人
も
「
拍
地
は
ど
う
い
ふ
揚
合
に
す
る
か
」
と
の
問
に

封
し
、
「
早
地
モ
の
他
悪
い
土
地
に
の
一
揚
合
で
あ
る
去
へ
て
居
り
、
ま
た
「
井
戸
D
あ
る
土
地
の
と
き
は
定
租
、
井
戸
白
怠
い

t
地

(
白
地
)
の
と
き
は
折
半
す
」
と
も
言
っ
て
ゐ
る
。
帥
ち
「
惑
い
土
地
の
場
合
は
損
だ
か
ら
摘
を
す
る
、
そ
し
亡
向
来
た
穀
物
を
折
半

す
あ
と
云
っ
て
ゐ
る
。
山
東
省
医
城
燃
冷
水
燐
駐
に
於
て
も
、
同
様
に
「
悪
い
土
地
白
揚
合
は
分
種
の
方
が
安
全
で
あ
る

u
t

は
れ
て
ゐ
る
。

第
二
に
物
納
定
刻
小
作
制
は
分
袋
小
作
制
に
仲
ム
煩
を
避
け
ん
と
す
る
揚
合
に
行
は
れ
る
。
郎
ち
介
続
小
作
制
に
る
り
で
は
、
通

例
地
主
は
牧
雄
時
に
小
作
人
と
立
合
ふ
て
小
作
地
の
牧
且
主
主
確
か
め
る
も
D
で
あ
る
が
、

か
、
若
〈
は
家
族
民
の
手
不
足
、
そ
り
他
白
理
由
に
よ
っ
て
、
牧
穫
時
立
舎
の
相
酬
を
避
け
ん
と
し
て
、
分
袋
小
作
を
物
納
定
額
小
作

に
改
め
る
揚
合
が
多
い
。
例
へ
ば
前
掲
河
北
省
嬢
城
燃
寺
北
柴
村
に
於
げ
る
二
地
ト
占
士
郎
、
従
来
の
措
程
(
八
刀
益
小
作
)
を
匂
租
(
物
納
定

額
小
作
)
に
同
盟
更
し
た
理
由
仰
と
し
て
、
「
包
種
に
同
盟
更
し
た
の
は
、
家
人
が
少
な
〈
た
り
、
梢
桂
の
例
に
依
る
牧
穫
時
探
人
白
川
来
危

p
k
左
つ
も
孔
錦
、
包
種
と
し
租
子
主
持
参
せ
し
む
る
己
と
L

し
が
叶
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。
同
仲
村
の
一
地
主
は
寸
摘
を
位
に
改
む
る
と
き
地

主
は
ど
う
い
ム
郡
山
で
こ
れ

E
行
ふ
か
L

と
の
質
問
に
到
し
、
地
主
か
ら
い
へ
ば
千
数
が
か
L
る
、
定
っ
た
量
が
対
ら
白
一
じ
て
た
め
で
あ

地
主
が
間
野
良
か
ら
不
耕
地
主
に
移
る

北
文
の
物
柄
小
作
制
度

第
五
十
六
巻

第

擁

同書、主凡頁。 '5) 前掲、揃E謀者、北支農村榔況調査報告(彰徳都第国
宋村且侯七里脂)七三頁 '6) 前掲、満峨、能城県草寺北柴村に於ける質問
l臨答(三)(A第五蹴)小作、三七責。，7) 前柄、鵡曲、第描小作(昭和十六
年十一月)三一頁。，8) 前掲、満蹴、路城IJ、作〔昭和十六年十一月)回八頁

14) 



績
概
彰

省
材
、

も
北
農
告

U
何
克
報

一
J

ト
北
崎

hn
前
蝿
況

川
川
悌
蹴

船
引
田
和
酎

汁

前

主

華

b

j

ヰ

A
-
h
o
 

ー
ョ
=
、

飯
山

z
俄

臆
一
一
一
満

明一一説

け
骨
}
}

於
報
腕
3

一

に
査
二

妊
調
寸
f

帯
況
第
。

ホ
極
‘
頁

ま

で

、

水

災

が

多

〈

、

河

水

が

氾

枕

し

た

が

け

水

害

の

た

め

、

時

村

篇

0

6

牒
農
作
-
一
一

が
、
こ
の
時
小
作
人
は
た
る
べ
く
収
穫
を
少
い
や
う
広
報
告
す
る
。
己
ん

h
?と
き
に
は
悪
い
奴
が
必

1

下
向
て
来
て
小
作
人
が
偏
っ
て
醐
拙
い
ユ

ゐ
る
こ
と
を
地
主
に
術
告
す
る
。
そ
己
で
岬
ず
に
た
り
、
そ
れ
で
は
匂
種
陀
し
よ
う
と
云
ふ
と
と
に
友
り
、
小
作
人
は
か
へ
っ
て
と
れ
跡
齢
期
制

満
荷
北
報

、
、
寺
査

掲
掲
腺
調

前
前
提
況

北
克
白
物
柄
小
作
制
度

第
五
十
六
番

俸

挽

る
ん
」
生
日
へ
て
ゐ
る
。
ま
た
他
の
一
地
主
は
「
天
災
の
後
忙
摘
を
包
に
直
し
た
か
」
と
の
問
K
封
し
、
「
否
、
亘
白
便
利
の
た
め
手
数
が

か
L
る
か
ら
鑓
へ
h
r
U

と
符
へ
て
ゐ
る
。
ま
た
前
掲
の
河
南
省
彰
徳
臓
に
於
亡
も
、
小
作
契
約
が
分
譲
制
よ
り
定
額
制
の
も
D
K
移

己
れ
が
班
由
は
っ
小
作
地
管
理
人
等
を
有
せ
ぬ
小
地
去
に
於
て
は
、
収
穫
の
皮
討
に
(
殊
に
柑

花
の
肱
穫
は
七
、
人
問
に
も
牲
と
牧
量
確
か
め
に
立
品
目
ふ
可
お
こ
煩
し
さ
を
避
け
ん
と
す
る
こ
と
に
宿
る
し
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

行
せ
ら
れ
る
例
も
見
受
け
も
れ
る
が
ん
、

第
三
に
物
納
定
額
小
作
制
は
、
分
経
小
作
制
に
較
ら
ぺ
て
、
地
主
・
小
作
人
の
闘
係
が
疎
遠
た
る
揚
合
に
行
は
れ
る
。
印
ち
分
袋

小
作
制
に
於
て
は
、
牧
礎
物
P
4
定
の
比
率
で
地
主
・
小
作
人
間
に
分
配
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
主
と
し
て
綿
牧
礎
高
を
増
す

こ
と
に
よ
っ
て
小
作
料
観
世
多
〈
せ
ん
・
と
す
れ
ば
、
勢
臥
地
主
白
か
ら
小
作
人
民
接
近
し
て
、
常
に
経
皆
上
白
院
容
を
潟
し
得
る
立

場
に
あ
る
こ
と
を
要
T
る
。
従
っ
て
分
担
枇
小
作
制
は
地
+
寸
丁
小
作
人
閥
者
が
相
続
し
み
、
相
一
接
近
し
て
ゐ
る
場
合
に
始
め
て
龍
〈
行

は
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
L
る
前
提
を
快
〈
場
合
に
は
、
分
続
小
作
制
は
物
納
定
縮
小
作
制
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
の
鮪
に

闘
し
、
何
北
省
鑓
域
肱
寺
北
柴
村
の
一
地
主
は
「
地
主
止
小
作
人
自
立
の
感
情
が
止
く
野
手
白
誠
寅
た
こ
と
を
信
じ
て
ゐ
る
時
は
摘

地
(
骨
盤
小
作
〉
で
、
そ
う
で
な
い
時
に
匂
地
(
物
納
定
額
小
作
)
と
す
る
己
と
い
っ
て
居
る
。
同
村
で
は
氏
岡
五
、
六
年
か
ら
九
年
頃

か
へ
っ
て
土
地
が
上
〈
た
っ
た
6

「
モ
白
た
め
牧
穫
が
多
〈
た
っ
た

っ
て
肥
へ
た
た
め
、
小
作
人
と
し
て
も
、

一
府
集
約
的
耕
作
を
た
し
得
る
定
樹
制
を
希
望
し
た
白
に
も
よ
る
が
、
併
し
地
主
と
小
作

人
と
白
欄
係
が
充
分
親
轄
で
た
か
っ
た
と
と
に
も
よ
る
も
の
で
あ
る
。
山
東
省
歴
城
勝
冷
水
溝
症
で
も
「
分
礎
は
親
し
い
問
に
行
は

C 

，9) 
20) 



れ
る
、
普
通
は
租
草
を
書
か
白
』
と
言
は
れ
て
居
り
、
ま
た
同
村
の
一
小
作
人
は
「
捕
阿
南
の
地
主
と
冷
水
溝
の
小
作
人
と
の
問
に
分
村

種
小
作
あ
り
千
」
と
の
質
問
に
封
し
、
「
な
し
」
と
容
へ
、
更
に
「
何
故
か
」
曹
と
の
問
に
勤
し
で
は
っ
畑
で
平
分
す
る
必
要
あ
り
、
そ
柴
織
村

北
浦
蒋

れ
に
は
賀
際
上
不
一
俊
且
つ
不
可
能
だ
か
ら
」
と
答
へ
て
ゐ
る

o
T
Z不
在
地
主
に
於
て
は
、
分
益
小
作
は
行
は
れ
や
、
物
納
定
額
霊
帥

城
前
田
桝

制
を
と
る
べ
也
盟
主
た
る
o

更
に
山
東
省
恭
安
蘇
に
於
て
も
、
物
納
定
額
小
作
制
度
は
「
地
主
と
小
作
人
と
の
関
聯
性
が
崎
滞
在
れ
ば
顎
)
慌

、，b
陪
協

な
る
程
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
土
地
の
資
本
b
k
従
九
分
ぷ
ト
作
の
支
配
的
地
位
は
漸
次
定
相
制
に
移
譲
せ
ら
る
べ
き
傾
向
酷
2
省

イ

r

F

/

り

浦

東

ー

配
布
す
る
も
の
と
云
ふ
べ
〈
、
農
村
資
本
主
義
化
の
一
傾
向

ιし
で
注
目
す
べ
き
で
あ
ら
う
レ
ー
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
払
丸
山
町
払

前
一
心
的
王

丸
五
一

2
仇
十
岡
山

刷
寸
雌

瓦
回
配
山
知

一
一
一
瞬
日
各

七
五
瓦
咽

市
町
市
一
一
品
川

里
ミ
月
諜

七
引
い
け
正

侯

J
V
陳

且
答
河

村
臆
叫
り

宋
向
づ
dm

匝
質
恥

十
一
日
剛
一
一
品

麻
於
作
三

徳
に
小
二

第
四
に
物
納
定
額
小
作
制
は
、
地
上
の
収
入
を
安
定
せ
し
め
る
た
め
に
も
採
用
せ
ら
れ
る
。
前
掲
白
河
北
省
壌
域
牒
寺
北
柴
村
で

は
、
分
続
小
作
制
を
物
納
定
額
制
に
改
め
る
理
由
-
と
し
て
、
分
笹
川
酬
で
は
寸
定
っ
た
量
が
入
ら
ね
山
知
を
指
摘

L
て
ゐ
る
。
山
東
省

主
世
安
臓
の
調
長
に
於
て
も
、
「
物
納
定
制
制
は
分
続
小
作
比
比
す
る
に
地
主
忙
極
め
て
有
利
に
し
て
、
モ
百
危
険
負
擦
は
専
ら
小
作

人
白
み
に
限
ら
れ
る
」
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
河
南
省
彰
徳
間
脚

ι於
て
も
、
小
行
契
約
が
分
待
制
よ
り
定
側
制
に
移
行
す
る
理
由

白
一
占
し
て
、
「
地
主
が
疋
災
等
K
基
く
減
収
の
危
険
を
或
る
程
度
見
れ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
ム
じ
が
事
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
而
し

八

7
0祉
制
よ
り
定
領
制
へ
の
移
行
は
、

て
此
等
白
揚
合
、

は
、
「
包
に
す
る
か
摘
に
す
る
か
は
池
主
の
方
で
昔
め
る
の
か
小
作
人
の
希
望
で
き
め
る
の
か
」
と
の
質
問
に
封
し
、
前
村
長
は
「
地

主
に
よ
る
」
と
答
へ
で
居
り
、
山
東
省
腔
代
願
冷
水
溝
版
に
於
て
も
、
「
普
通
、
土
地

E
借
り
る
民
営
り
、
分
程
に
す
る
か
、
租
地

に
す
る
払
は

E
ち
ら
の
意
見
に
依
り
決
め
ら
れ
る
か
」
と
の
質
問
に
針
し
、
一
小
作
人
は
コ
一
人
で
相
談
す
る
」
と
答
へ
て
ゐ
る
が

更
に
「
地
戸
は
分
種
地
在
、
地
主
ば
租
地
を
主
張
し
た
時
は
ど
う
な
る
か
」
と
の
問
巴
制
し
て
は
、
「
地
主
の
意
見
に
従
ふ
山
と
性
同
A

へ

地
主
の
一
方
的
意
志
に
よ
る
揚
合
が
多
〈
、

河
北
省
磯
城
願
寺
北
柴
村
で

て
ゐ
る
。

北
支
の
物
納
小
作
制
度

第
五
十
六
巻

害事

部



北
支
の
物
納
小
作
制
度

俸
五
十
六
番

F 

披

匹f

1'1 

第
五
に
物
納
定
勾
小
作
制
は
、
土
地
忙
比
し
て
人
口
が
過
剰
で
あ
り
、
従
っ
て
、
小
作
地
に
針
ず
る
需
要
の
強
い
援
合
に
も
成
立
す

る
。
査
し
か
t
A

る
際
に
は
、
地
主
は
極
め
で
強
い
立
揚
に
立
ち
、
収
穫
不
安
定
た
る
に
拘
ら
十
定
額
制
を
採
川
し
、
主
唱
し
小
作
人
に

却

し
て
小
作
料
を
糊
即
納
す
れ
ば
容
赦
在
〈
耕
地
を
引
上
げ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
小
作
人
と
し
て
も
、
土
地
に
較
べ
て
人
口
の
過
剰

な
る
庭
で
は
、
集
約
耕
作
を
た
さ
ぎ
る
を
得
十
、
と
の
た
め
に
定
初
小
作
制
を
選
ぶ
と
と
i
A

在
る
。
そ
れ
は
定
額
制
の
下
に
於
け
る

小
作
人
は
、
土
地
に
謝
し
之
弊
資
h
T
一
加
ふ
る
忙
首
り
、
そ
の
最
後
白
投
下
に
於
け
る
犠
牲
償
値
と
、
そ
れ
よ
り
生
中
る
牧
市
叶
伺
値
と

白
相
等
し
き
賊
ま
で
之
を
行
ふ
が
、
分
盆
制
の
小
作
人
は
、
そ
の
最
後
の
投
下
に
よ
り
て
生
や
る
費
用
と
、
紋
が
割
前
と
し
て
取
得

し
得
べ
き
利
径
と
の
相
等
じ
き
新
ま
で
弊
資
を
投
下
す
る
に
過

F
十
、
従
っ
て
分
議
制
の
下
記
於
て
は
集
約
耕
作
へ
の
移
行
が
そ
れ

だ
け
妨
げ
ら
れ
る
己
と
t
h

友
る
か
ら
で
あ
る
。
己
の
帖
酬
に
闘
し
、
河
北
省
撲
城
豚
寺
北
柴
村
の
一
小
作
人
は
、
「
小
作
人
は
包
(
定
額
制
)

と
梢
(
分
盛
制
)
と
ど
ち
ら
に
よ
〈
肥
料
を
や
る
か
」
と
の
質
問
に
針
し
、
「
包
地
」
ル
」
答
へ
、
ま
た
「
一
人
で
匂
と
拍
と
闘
方
し
て
ゐ

る
と
き
包
に
肥
料
を
多
く
す
る
か
」
と
の
問
に
針
し
で
も
、
「
然

ιと
容
へ
て
ゐ
る
。

〈

ー一) 

物
納
定
額
小
作
制
に
治
け
る
小
作
料
納
入
の
現
物

小
作
料
と
し
て
納
入
す
る
現
物
は
、
州
地
に
於
て
は
小
姿
、
高
梁

粟
、
宝
四
四
黍
、
大
豆
、
棉
花
等
に
し
て
、
水
闘
に
於
て
は
水
梢
で
あ
る
。
向
一
般
忙
物
納
定
額
制
で
は
、
小
作
料
は
そ
の
小
作
地
で

出
来
た
作
物
を
以
て
納
入
す
る
む
を
建
前
と
す
る
。
例
へ
ば
河
北
省
嬢
域
開
制
寺
北
柴
村
で
は
、
毎
畝
の
小
作
料
は
棉
花
一
一
十
斤
、
穀

了
(
粟
)
五
十
九
」
た
っ
て
居
る
が
、
と
れ
は
棉
花
と
殺
子
と
を
毎
年
二
種
共
山
山
中
納
め
る
と
い
ふ
意
味
で
号
、
、
「
穀
子
主
植
え
V
K
時

は
穀
子
、
棉
を
植
え
た
時
は
柏
を
納
め
る
白
で
あ
る
ω
」
従
う
て
棉
花
を
植
え
た
時
、
穀
子
で
小
作
料
を
納
め
る
乙
と
は
出
来
左
い
。

反
封
に
穀
子
を
作
っ
て
、
棉
花
で
小
作
料
を
納
め
る
己
と
は
、
地
主
は
之
を
歓
迎
す
る
が
、
小
作
人
が
之
を
欲
し
な
い
。
と
い
ふ
白

は
綿
花
二
十
斤
白
方
が
穀
子
五
十
よ
り
も
高
額
だ
か
ら
で

b
る
。
棉
払
白
蓮
作
は
地
力
維
持
の
鮪
よ
り
し
て
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、

」

前摘、満鶴、庁、作鰐措「二親、やI北管機城県帝寺北柴材、五頁。
前掲、 11、作(昭和十六年自十一月十六日至十二月五日)於鵡城腕寺北柴材、一
玉頁。前掲、襲蛾11、作(昭手H十六年 1 月)五頁。 29) 前摘、小作(昭利十
六年自十一月寸勺六日至十二月五日)於嬢城廓寺北柴材、八頁。

，~) 
28) 



椋
作
目
翌
年
に
は
穀
子

E
栽
培
せ
ざ
る
を
得
た
い
。
か
L
る
事
情
よ
り
、
穀
子
主
植
え
た
時
は
穀
子
、
棉
を
植
え
た
時
は
棉
を
以
て

/ 

小
作
料
を
納
め
る
の
を
通
例
と
す
る
。
ま
た
穀
子
(
粟
)
の
代
り
に
豆
を
作
っ
た
時
は
、
小
作
料
と
し
て
一
任
五
斗
を
納
め
る
。
訓
郡
子
の

代
り
に
斐
子
を
植
え
た
時
は
「
二
斗
半

E
婆
で
、
残
り
の
二
斗
竿
を
穀
子
で
納
め
る
、
つ
ま
り
妻
子
は
穀
干
上
り
値
段
が
高
い
か
ら

で
あ
広
喜
は
れ
て
ゐ
る
。
間
物
納
定
額
制
で
は
、
小
作
料
は
普
通
の
品
質
の
も

Z
以
て
納
め
る
と
と
を
建
前
と
す
る
。
例
へ

ぽ
山
東
省
歴
城
牒
冷
水
槽
斑
で
は
、
「
E

L
の
習
慣
に
よ
れ
ば
一
番
よ
い
質
の
も
の
を
納
め
る
事
忙
な
っ
て
ゐ
る
か
」
と
の
質
問
に
剖

一
農
民
は
「
普
通
り
も
の
を
納
め
る
事
に
た
っ
て
ゐ
る
己
と
答
へ
て
ゐ
る
。
ま
た
「
惑
質
の
も
の
を
納
め
る
附
保
人
に
注
意
す

し
局

る
己
と
あ
り
や
L

と
白
質
問
に
謝
し
て
は
、
「
出
来
る
、
あ
ま
り
惑
い
と
取
り
か
へ
る
乙
と
も
向
来
る
L

と
舎
へ
で
居
h
y
、
租
皐
(
小

惑
い
も
の
を
納
め
売
ら
い
付
た
い
と
書
く
の
が
普
通
で
あ
り
、
「
自
分
の
も
書
い
て
あ
る
」
と
い
っ
て
ゐ

作
契
約
書
)
の
う
ち
に
も
汁

る。
向
小
作
料
と
し
て
納
入
す
べ
き
現
物
の
種
類
は
、
一
一
年
三
作
制
排
種
方
式
の
採
ら
れ
る
属
で
は
、
そ
れ
に
膝
じ
て
臭
っ
て
ゐ
る
。

、、、

例
へ
ば
山
来
省
医
城
腕
冷
水
漏
妊
に
於
け
る
↓
小
作
詮
普
に
は
、
「
毎
年
租
利
水
骨
子
三
斗
参
升
、
穀
四
牛
と
あ
る
が
、
二
年
三
作
な

ら
毎
年
右
白
様
に
は
納
め
ね
だ
ら
う
」
と
の
町
民
同
に
劃
し
、
一
農
民
は
「
E
れ
は
二
年

ι三
岡
と
し
て
完
納
す
る
章
、
郎
ち
第
一
年

沼

目
に
姿
子
と
豆
子
、
二
年
目
は
穀

T
(梨
)
と
在
る
わ
け
だ
L

E
万
台
へ
て
ゐ
る
。
印
ち
同
村
で
は
第
一
年
度
に
は
小
婆
と
大
豆
と
を
栽

増
し
、
第
二
年
度
に
は
架
を
栽
持
す
る
か
ら
、
小
作
料
と
し
て
は
第
一
午
度
比
小
委
三
斗
三
升
と
大
豆
二
牛
、
第
二
年
度
に
架
一
一
斗

を
納
入
す
る
己
と
ミ
友
る
。
山
東
省
爽
安
牒
第
一
一
世
下
回
隅
郷
問
答
症
に
於
て
も
二
年
三
作
削
の
耕
荷
式
が
採
用
さ
れ
て
ゐ
る
が
、

小
委
作
と
製
作
(
又
は
黄
豆
作
)
心
行
は
れ
る
第
一
年
度
に
於
て
は
、
小
作
料
は
小
萎
と
班
点
(
又
は
賀
支
)
と
を
以
て
、
架
作
の
み
の
行
は

れ
み
第
二
年
度
に
於
て
は
架
白
み
骨
以
て
納
入
さ
れ
る
G

但
し
こ
の
揚
台
、
例
外
と
し
て
定
額
の
小
婆
主
納
入
す
る
契
約
も
見
ら
れ

北
支
の
物
納
小
作
制
度

第
五
十
六
巻

E万

ヨ五

第

競

. 

前掲、賂披rJ、作(昭和十六年十一Jl)一一頁。 31) 同書、 0頁。
前掲、賂城小作(昭和十六年十一月)七五頁。 33) 前掲、北支農村概況調
査報告(二)、ー0六頁。 34) 前掲、腫措小l'fC昭和十六年十一月)一回買。
前掲、北支農村概況調査報告(彰徳勝第ーl正栄村及侯七里陪)七三、七回頁。

) 30) 
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35) 



一
弘

和
三

柴
田

か
」
と
の
一
質
問
に
封
し
て
は
、
寸
借
は
と
ら
ぬ
、

h
菩

。

割
問
，
頃

向
物
納
小
作
料
は
一
般
に
小
作
地
陀
於
て
喜
一
せ
ら
れ
る
作
物
を
以
て
定
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
例
外
と
し
て
豆
盟
主
語
燃
第
一
極
野
明
」
↓

宋
村
及
侯
七
里
席
で
は
、
棉
作
地
に
於
け
る
物
納
定
額
小
作
叫
ば
、
と
れ
に
小
委
、
粟
を
栽
培
し
た
揚
合
の
収
量
を
晴
朗
怨
し
て
、
小
、
山
間
0
2
鼠

一

1
頁
、
同

姿
、
粟
の
一
定
量
を
以
て
定
め
て
ゐ
る
事
例
が
多
い
。
帥
ち
一
畝
営
り
棉
花
五

O
庁
自
収
量
あ
る
水
地
で
は
小
婆
五
斗
、
楽
六
牛
が
仏
大
動

町

五

ト

ナ

判

得
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
小
作
料
は
小
第
二
半
半
乃
至
三
午
、
粟
二
斗
牢
乃
至
三
十
L
」
定
め
ら
れ
て
居
り
、
'
之
を
以
て
納
入
さ
れ
る
。
月
刊
凡
策

a

一
一
一
、
，

小
作
料
の
額
，
物
納
定
額
小
作
料
の
舗
は
、
七
地
の
肥
靖
、
交
通
の
使
否
、
濯
概
設
備
の
有
無
、
計
汁
同
一
島

日
勾
磐
田

叶
六
膳
四

一
ノ
ナ
問
)

羽
詰

汁
一
間
肌
判

官
叫
に
付

六
隠
拠
札
刊

十
一
、
附
昭

日
権
利
(

附
泊
料
岬

作

η提
携

小
E
膝
臆

掲
頁
掲
掲

前
七
前
前

北
克
由
物
楠
小
作
制
度

傍
五
十
六
番

情

競

一一六一
泊

る
。
向
ほ
岡
村
で
は
小
作
料
と
し
て
穀
貨
の
外
に
、
恋
心
秤
を
も
納
入
せ
し
め
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

ムノ、

川
間
水
悶
白
小
作
料
は
米
D
み
で
あ
る
。
前
掲
の
山
東
歴
域
牒
冷
水
海
斑
で
は
升
水
間
は
米
だ
け
租
と
す
る
か
、
外
に
糟
は
と
ら
ぬ

の，

昨
年
は
三
十
闘
位
だ
っ
た
"
」
と
等
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

僻
は
一
畝
三
十
関
車
す
る
、

( 

ー
) 

一
毛
作
間
在
る
か
二

毛
作
田
た
る
か
目
別
等
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
多
沙
具
泊
る
も
の
で
あ
る
。
と
の
小
作
料
額
の
決
定
標
準
に
つ
い
て
農
民
は
如
何
な

る
視
念
を
有
し
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
に
、
河
北
省
環
城
市
開
寺
北
柴
村
に
於
で
は
、
「
本
村
で
小
作
料
額
の
種
類
は
趨
通
り
あ
る
か
」
と
の

質

問

に

針

じ

、

土

地

の

普

い

惑

い

K
依
り
、
糧
食
六
牛
、

る
」
と
答
へ
て
ゐ
る
。
山
点
省
歴
城
廓
冷
水
講
斑
で
は
、
小
作
料
を
「
定
め
る
揚
合
、
何
を
標
準
と
し
て
決
定
す
る
か
」
と
の
質
問

に
封
し
、
一
農
氏
は
「
地
白
良
否
に
よ
る
、
遠
近
に
は
閥
係
-
泣
い
U

と
答
へ
で
ゐ
Z
o
他
の
農
民
は
「
併
し
遠
近
に
も
閥
係
あ
り
、

上
川
で
も
遠
い
場
合
は
望
ま
し
ろ
と
い
っ
て
ゐ
る
。
ま
た
同
村
の
他
の
農
民
は
「
小
作
哨
(
租
棋
)
の
高
を
決
定
す
る
に
は

E
う
す
る

か
L

と
り
問
K
射
し
、
「
土
地
を
見
て
己
の
土
地
か
ら

εん
友
作
物
が
出
来
る
か
を
見
江
口
と
答
へ
で
居
り
、
更
に
他
の
農
民
は
「
定

額
租
は
何
を
棋
準
と
し
て
定
め
る
か
」
と
の
聞
に
劉
し
、
寸
土
地
の
平
年
作
を
標
準
と
す
る
以
と
答
へ
て
ゐ
る
P

邸
ち
小
作
料
額
は
士

地
の
良
否
に
よ
っ
て
具
た
る
も
の
で
あ
り
、
共
白
土
地
で
作
ら
れ
る
作
物
の
平
年
作
を
掠
準
と
し
て
決
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
部

-
農
民
は

「一↓

O
斤
と
必
や
し
も
決
っ
て
ゐ
友
い
、

問
牛
、
二
九
十
ル
」
あ



而
し
て
一
小
作
地
の
民
酬
情
的
在
る
小
作
料
白
決
定
に
つ
い
て
は
、
「
保
詮
人
が
地
主
と
小
作
人
と
の
聞
を
取
も
っ
て
定
め
る
」
の
が
普

保
人
が
中
に
立
っ
て
一
一
牛
半
と
定
め
弘
」
と
い
っ
て
ゐ

同
A

仁
川

作
い
川

定
観
小
作
料
白
額
、
拡
に
そ
れ
が
牧
穫
高
に
到
す
る
割
合
に
闘
し
で
は
、
河
北
阜
市
城
壁
寸
北
柴
村
で
は
遁
常
一
畝
首
り
、
棉
花
諜

十
間

三
十
げ
ま
た
は
粟
五
十
と
た
つ
で
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
収
穫
高
の
五
割
に
古
っ
て
ゐ
る
叫
己
白
場
合
、
一
日
畝
首
り
小
作
料
を
棉
花
二
十
第
質

斤
、
粟
五
十
と
定
め
る
の
は
、
何
を
恭
準
に
す
る
か
と
い
ふ
に
、
棉
花
は
そ
の
牧
量
包
一
畝
営
り
同
十
斤
と
定
め
、
二
十
庁
を
小
作
耕
一
抑

川

崎

問

に

料
と
し
て
と
り
、
架
は
そ
の
収
量
一
畝
首
り
を
一
石
と
定
め
、
五
牛
を
小
作
料
と
し
て
と
る
も
D
で
、
定
一
徹
小
作
料
と
は
い
つ
収
欄
村

礎
物
を
地
主
・
小
作
A
問

ι折
半
す
る
と
い
ふ
分
盆
小
作
制
白
徐
奥
を
多
分
忙
戚
L
て
ゐ
る
。
邸
内
同
村
の
定
額
小
作
制
の
契
約
書
陣

中
比
も
「
言
明
毎
年
畝
棉
花
岡
十
斤
匂
種
但
分
期
五
霜
降
節
附
家
均
分
各
家
侍
畝
分
棉
花
二
十
斤
い
と
も
、
ま
た
「
言
明
毎
年
毎
畝

d
同

匂
種
包
分
言
明
毎
年
待
畝
棉
花
四
十
斤
穀
子
-
石
岡
家
均
」
と
も
君
円
か
れ
て
居
り
、
従
っ
て
定
額
小
作
料
を
直
接
記
載
せ
や
、
先
づ

牧
量
を
確
定
し
、
之
在
地
主
・
小
作
人
聞
に
均
分
す
る
と
6

為
し
て
、
間
接
的
忙
小
作
料
を
定
栂
た
ら
し
め
る
干
う
記
枕
し
て
ゐ
る
。

山
東
省
歴
域
牒
冷
水
清
症
で
は
、

ι地
で
は
毎
畝
架
四
午
、
妻
四
牛
、
豆
宅
一
牛
五
升
の
収
量
あ
り
、
モ
の
小
作
料
は
栄
二
斗
五
升

安
一
.
斗
五
升
、
豆
一
斗
五
升
に
し
て
、
中
地
で
は
高
梁
悶
半
、
姿
二
十
五
升
、
豆
二
十
白
収
量
あ
り
、
モ
白
小
作
料
は
高
梁
一
一
牛
、

過
で
あ
り
、
「
例
へ
ば
小
作
人
が
二
斗
納
め
る
、

地
主
が
三
斗
と
云
へ
ば
、

z 
o 

安
一
キ
五
升
、
豆
中
五
升
に
し
て
、

る
。
従
っ
て
小
作
料
は
牧
量
の
五
割
乃
五
六
割
の
程
度
で
あ
る
。
河
南
省
彰
徳
燃
で
も
第
一
表
上
示
せ
る
如
く
、
小
作
料
は
牧
穫
量

下
地
で
は
高
梁
問
牛
、
豆
一
十
五
升
の
収
量
あ
り
、

小
作
料
は
高
梁
二
斗
、

豆
一
十
で
あ

の
五
割
強
と
な
っ
て
ゐ
る
。

四

小
作
料
の
減
兎

不
作
・
川
作
の
揚
合
に
於
け
る
小
作
料
。
減
免
に
闘
し
て
如
何
在
る
慣
行
が
あ
る
か
と
い
ふ
に
、
河

北
支
旧
物
納
小
作
制
度

第
五
十
六
巻

七

1告書

協

七

前掲、fi'J北省蟻城螺寺北柴材、，1'
白二、二七頁。 43) 前掲、境
僚主観)、四九頁。 44) 同書、ニフヌJ凶

前掲、興蛇願寺北柴村(第十一蹴)、小作第三岡0二、二頁a

42) 

45) 



六

鹿
十

問

和

賀

昭

項
附

僻
A

閥
、a
b
r

摘
丸
付

首
凶
し

)
七
付
。

J

引
¥
崎
市
瓦

1
4
d
h
R
 

B

諜
制
一
一

九
北
腕
、

O
寺
蛇
辞

二
麻
制
捜
同

地
省

、
改
特
レ
u
dリ

叩
明
利
子

十
一
1

掲
丸

帯
月
前
O

レ
リ
ニ
}
ニ

そ
の
支
排
な
き
と
き
は
滞
納
額
に
繰
入
れ
る
こ
と
は
な
い
か
」
と
の
質
問
に
掛
し
で
は
、
「
な
し
、
天
災
は
小
作
人
の
た
め
で
は
な
い
ド
十
U
，

円

門

主

4
-

一

か

ιと
答
へ
で
ゐ
る
。
然
る
に
他
の
一
農
民
に
よ
れ
ば
、
凶
作
品
阿
仁
て
は
同
村
の
小
作
人
達
は
地
十
十
庄
小
作
料
減
額
の
請
願
を
何
?
酔

小
十
頁
こ

な
し
、
「
定
額
よ
り
少
〈
支
梯
ム
」
と
い
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
際
「
布
で
収
め
な
か
っ
た
分
は
滞
納
と
左
る
の
か
、
又
は
完
除
と
在
る
の
崎
月
五
第

躍
一
七
作

か
」
と
の
聞
に
劃
し
て
は
、
「
滞
納
と
た
る
」
と
答
へ
て
ゐ
る
。
此
の
期
、
前
者
の
農
民
の
答
1
E

矛
盾
し
て
ゐ
る
c

前
者
の
農
民
の
相
督
、
寸
、
小

掲
白
書
、

前
年
問
答

拡
支
白
物
細
小
作
制
度

第
一
旗

北
省
矯
城
照
寺
北
山
市
村
で
は
、
「
五
斗
、
一
一

O
斤
の
小
作
料
(
包
、
純
小
作
)
は
凶
作
の
揚
合
も
同
額
排
は
ね
ば
た
ら
た
い
か
」
と
の
質

一
農
民
は
「
天
災
の
時
は
、
や
ら
た
〈
て
も
良
い
一
が
、
小
作
人
が
怠
慢
必
よ
り
、
施
肥
、
手
入
、
耕
作
が
品
目
l

〈
で
取
れ

第
五
十
六
巻

l¥. 

F、

問
に
針
し
、

た
い
揚
合
は
、
や
ら
泣
く
よ
は
友
ら
ぬ
」
と
答
凡
で
居
り
、
「
全
然
抑
は
た
く
て
も
良
い
天
災
と
は
ど
ん
た
も
の
か
」
と
の
質
問
陀
封

c
 

し
て
は
、
「
睦
晶
、
泡
子
(
彊
)
、
大
洪
水
の
揚
合
」
と
答
へ
て
ゐ
る
。
然
ら
ば
「
前
述
天
災
(
昨
抱
、
洪
北
、
品
害
)
の
時
、
純
小
作
白

包
(
定
額
制
)
の
揚
合
、

牧
穫
が
半
分
以
下
の
揚
合
は
ど
う
か
し
と
い
ふ

ι、
「
そ
の
被
害
を
受
け
た
時
、
直
ち
に
地
主
を
呼
ん
で
凡

そ
れ
を
折
半
し
て
分
け
る
」
と
い
っ
て
ゐ
る
。
之
に
川
到
し
更
に
「
し
か
し
、
五

卓
司

斗
、
二

O
斤
は
折
半
に
す
る
意
味
で
な
い
か
ら
、
天
災
に
依
り
半
分
の
収
磁
を
得
た
時
、
と
れ
を
折
牢
す
る
の
は
、
岳
か
し
い
と
思

鍋

ふ
が
」
と
り
質
問
に
射
し
で
は
、
「
天
災
白
揚
合
は
や
む
を
特
友
い
か
ら
折
半
に
す
る
」
と
舎
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
小
作
料
の
減
免
に
闘

せ
る
、

そ
し
て
半
分
の
枚
穫
が
あ
っ
た
揚
合
は
、

ι、
同
村
山
他
白
一
農
民
は
「
天
災
の
た
め
収
穫
物
が
半
減
し
た
と
き
は
如
何
L
と
の
質
問
に
針

L
、
「
棉
二
十
斤
の
約
束
な
ら
、
五

斤
乃
至
十
斤
位
を
納
め
る
L

ム
」
答
へ
て
居
り
、
「
E
れ
枕
か
ら
全
然
や
ら
在
い
の
か
」
止
の
問
に
封
て
は
、
「
牧
穫
物
が
四
分
の
一
位

忙
友
っ
た
と
き
」
と
答
へ
て
ゐ
る
。
伯
ほ
「
天
災
の
揚
合
、
地
主
が
右
の
如
〈
牧
穫
量
に
依
り
考
底
せ
や
し
て
、
約
束
額
を
要
求
し

合
は
、
定
租
で
も
減
克
を
認
め
る
慣
行
の
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
農
民
の
揚
A
n
は
減
免
を
認
め
な
い
常
発
制
で
あ
る
か
ら
、
不
納
分

は
滞
納
と
な
る
の
で
は
反
い
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
例
し
己
の
甑
に
つ
い
て
は
向
ほ
吟
味
を
必
要
と
す
る
。

46) 

48) 



山
東
省
歴
域
牒
冷
水
溝
妊
に
於
て
も
、
「
天
災
等
で
小
作
料
が
挽
へ
ぬ
と
き
ど
う
す
る
か
」
と
の
質
問
に
封
て
は
、
「
小
作
料
は
免

除
し
て
や
る
U

と
符
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
如
何
在
る
程
度
に
小
作
料
を
減
免
す
る
か
に
闘
し
て
は
・
小
作
契
約
誰
寄
の
う
ち
に
記

旬

間

載
せ
ら
れ
る
揚
合
が
多
い
。
帥
ち
「
若
泡
天
災
椀
粒
平
批
」
の
如
昔
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
己
の
揚
合
寸
天
災
と
は
収
穫
が
何
割
位

か
ら
一
一
日
ふ
か
L

と
い
ふ

K
、
「
五
、
六
割
位
」
と
容
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
帥
ち
怠
納
小
作
制
に
あ
り
て
も
、
収
穫
が
六
割
以
下
の
揚
合
に

は
、
天
災
と
し
て
穀
粒
と
稽
と
を
地
主
・
小
作
人
聞
に
平
分
(
折
半
)
し
、
収
穫
が
三
割
以
下
で
あ
れ
ば
小
作
料
を
免
除
す
る
こ
と
L

坊

た
っ
て
ゐ
る
。
友
ほ
「
叉
災
に
あ
へ
ば
梢
ま
で
と
る
の
は
E
う
云
ふ
わ
け
か
」
と
い
ふ
に
、
そ
れ
は
「
粒
が
少
い
か
ら
」
で
あ
る
と

答
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

山
東
省
恭
安
勝
第
一
区
下
回
同
隅
郷
務
理
田
沼
に
於
て
は
、
物
納
定
額
小
作
制
で
は
凶
作
時
に
於
て
も
原
則
と
し
て
小
作
料
の
減
兎
は

A

切
行
は
れ
や
、
「
現
に
本
年
は
字
害
白
た
め
相
首
牧
穫
K
影
響
を
及
庁

L
、

小
作
地
よ
叩
の
牧
礎
物
を
以
て
現
物
小
作
料
を
納
入

在
し
能
は
ぎ
る
も
の
あ
り
た
る
も
、
何
れ
も
従
来
の
枇
曾
的
慣
習
に
従
っ
て
減
免
せ
ら
る
h

乙
と
た
ぐ
、
小
作
人
は
不
足
分
を
他
上

り
融
通
し
て
夫
孟
壬
へ
の
納
入
義
務
を
果
し
て
居
し
り
、
小
作
料
に
閥
ず
る
何
等
の
紛
援
を
も
生
ヒ
て
居
ら
在
い
山
と
蓮
べ
ら
れ
て

ゐ
る
。
ま
た
河
南
省
彰
徳
臓
に
於
て
も
、
「
定
額
制
小
作
に
於
け
る
小
作
料
減
売
の
賓
情
を
見
る
に
、

水
虫
同
等
に
土
吻
明
か
に
牧
穫

持
無
に
陥
ら
ざ
る
限
り
、
災
害

ι上
り
減
収
を
来
し
て
も
小
作
料
は
容
易
に
減
免
さ
れ
自
の
が
普
通
で
あ
る

Uι
漣
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

か
〈
の
如
〈
定
額
小
作
制
で
は
、
凶
作
に
際
し
、
小
作
料
の
減
免
を
た
す
も
の
と
然
ら
ざ
る
も
白
と
が
あ
る
。
小
作
料
の
減
苑
慣

行
の
あ
る
場
合
に
於
て
も
、
そ
の
減
免
心
率
は
必
ム
チ
し
も
一
定
し
た
い
が
、
半
年
作
の
半
額
以
下
の
揚
合
に
は
、
地
主
・
小
作
人
間

に
収
穫
物
を
折
乍
す
る
も
の
が
多
く
、
収
挫
量
が
平
年
作
D
二
、
三
割
以
下
の
際
に
は
、
小
作
料
の
納
入
は
之
を
全
く
苑
除
す
る
と

い
ふ
慣
行
も
見
ら
れ
る
。

北
支
の
物
納
小
作
制
度

第
五
寸
大
巻

第

腕

ブL

二JL

前摘、路城眠薬市*t拝躍に於ける質問臨等、 (A、静寸競)、二四頁。
開I掲、陸城ノ'j¥{'i=(昭和十六年十一月)五三頁。 53) 同書、一一頁。 54)
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5') 
52) 



北
支
m
物
納
小
作
制
度

錆
一
一
調

印

河
北
省
穣
域
麻
寺
北
柴
村
で
は
‘
「
棉
や
糧
食
を
牧
穫
し
た
ら
直
ぐ
」
小
作
料
を
納
付
す

「
地
主
が
人
を
掘
削
し
て
取
り
に
来
h
」
揚
合
が
多
い
。
こ
の
小
作
料
の
牧
納
に
封

勢
五
十
六
巻

O 

O 

(
草
)

小
作
料
の
納
期
と
納
入
方
法

る
・
も
の
で
あ
る
が
、

同
村
で
は
小
作
料
は
普
通
、

し
、
地
主
は
領
収
読
を
興
へ
左
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
拡
に
つ
き
「
小
作
人
が
ま
ち
が
っ
た
ら
困
る
だ
ら
う
」
と
の
質
問
に
到

し
十
は
、
「
そ
ん
な
と
と
は
な
出
と
寄
れ
ら
れ
て
ゐ
る
。
小
作
料
は
一
同
代
完
納
す
る
の
を
建
前
v
と
す
る
が
、
併
し
棉
花
は
「
五
日

に
一
度
摘
む
か
ら
、
地
主
は
十
日
に
一
度
」
小
作
料
と
じ
て
も
れ
を
取
り
に
来
る
こ
と
ミ
な
る
の
で
、
と
の
揚
台
に
は
コ
一
一
向
、
五

回

問
の
揚
合
も
あ
り
、
向
多
ぐ
分
げ
て
と
る
乙
と
も
あ
り
」
と
言
ほ
れ
て
ゐ
る
。

山
東
省
歴
城
腕
冷
水
溝
症
に
於
て
ほ
、
納
糧
は
皆
後
納
で
あ
り
、
一

i

米
は
欝
十
月
中
、
婆
は
醤
五
月
中
、
粟
は
斉
八
月
中
、
高
梁6

 

ほ
車
両
八
月
巾
、
豆
は
蕎
九
月
払
に
納
め
る
が
、
小
作
料
の
完
納
期
は
、
同
村
で
は
一
般
に
「
陰
暦
八
月
下
旬
ー
か
ら
十
月
一
日
ま
で
」

と
注
目

J

て
ゐ
る
o
「
但

L
十
月
中
友
ら
差
支
た
h
J
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
岡
村
で
は
小
作
料
は
、
地
主
が
「
取
り
に
行
っ
て
地
主
の
方
で

運
ん
で
蹄
る
い
」
揚
合
と
、
小
作
人
が
地
主
白
血
事
へ
持
参
す
る
揚
合
と
が
あ
る
。
小
作
人
が
地
ヨ
へ
小
作
料
を
持
彰
一
す
る
も
、
伺
村
で

即

位
地
主
は
小
作
人
を
刷
費
臆
す
る
己
と
も
た
一
〈
、
ま
た
領
牧
設
を
渡
す
と
と
も
な
い
。
山
東
省
泰
安
解
第
恒
下
回
附
郷
務
需
貯
で
は

句

「
納
入
小
作
料
現
物
は
夫
々
の
収
穫
期
に
於
て
小
作
人
白
勢
力
に
よ
り
地
主
の
院
子
又
は
倉
庫
に
搬
入
す
る
も
の
」
・
と
し
て
居
る
ロ

小
作
料
滞
納
に
封
ナ
る
鹿
置
小
作
料
滞
納
D
際
に
は
如
何
な
る
庖
置
を
と
る
か
と
い
ム
に
、
河
北
省
機
械
勝
寺
北
柴

ω
 

村
で
は
「
今
年
取
れ
左
い
分
は
来
年
納
め
よ
と
一
一
白
ふ
風
に
困
満
解
決
を
試
み
る
」
と
言
は
れ
て
居
り
、
小
作
人
と
し
て
も
「
も
じ
牧

穫
が
非
常
に
惑
い
時
ほ
、
と
っ
た
だ
け
の
棉
砲
を
地
主
の
前
に
を
い
て
、
+
年
は
雨
が
友
く
海
慨
が
わ
る
い
錦
、
と
れ
た
か
っ
た
。

と
れ
た
だ
け
持
つ
で
行
つ
で
下
さ
い
。
来
年
は
井
戸
を
修
絡
し
て
、
よ
〈
出
来
た
ら
残
り
を
納
め
ま
ず
か
ら
と
い
ふ
U

と
さ
れ
て
ゐ

る
。
併
し
小
作
料
の
滞
納
八
万
が
累
積
す
る
と
き
は
、
滞
納
分
を
全
部
貨
幣
に
換
算
し
て
、
借
肪
(
借
用
語
書
)
に
吉
田
〈
こ
と
も
あ
h

町、

(
穴
)

J 

及侯七恩官)七四頁 58) 前掲、，j、作(昭和I-f六今酋十 月ァ千六日車十二
月五F!)於襲按牒寺北柴材、 ー九頁。 59) 前調、鰻蛾牒寺北柴村に於ける
質問腰答(A、第五競)ー買、五一頁。 60) 前掲ラ小作傭第十三蹴、四ニ
瓦。 61) 前摘、難蛇願寺北柴村に於け苔質問鹿答(A、第五抗o(三)小作、



t
た
「
小
作
ん
が
小
作
料
を
一
年
滞
納
す
れ
ば
、
地
士
庄
そ
の
土
地
を
取
上
げ
て
も
よ
出
乙
と
与
な
っ
て
ゐ
る
。

山
東
符
腔
域
燦
冷
水
溝
班
で
は
、
小
作
料
は
陰
麗
十
}
月
頃
ま
で
に
納
入
す
べ
き
で
あ
る
が
、
十
-
月
を
過
ぎ
て
も
納
め
た
い
場

m
同

町

内

合
は
、
一
地
主
が
請
求
に
行
く
L
己
と
あ
り
、
ま
た
介
綿
人
を
し
で
催
促
せ
し
め
、
「
駄
目
注
ら
土
地
を
取
り

k
げ
る
L
己
と
L
な
る
。

め
'
@

そ
の
際
、
不
納
分
は
借
金
白
形
に
す
る
か
と
い
ふ
に
、
つ
も
う
と
ら
た
い
」
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
同
村
で
は
「
小
作
地
は
小
作

問

料
滞
納
で
取
り
土
げ
る
の
が
一
番
多
い
」
と
一
吉
は
れ
て
ゐ
る
。

(
七
)

小
作
契
約
と
小
作
期
間

河
北
省
環
城
照
寺
北
柴
村
K
於
で
は
、
物
納
定
額
小
作
制
の
契
約
に
は
、
口
頭
に
よ
る
も
の

と
丈
書
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る
。
「
包
帖
(
契
約
書
)
を
立
て
る
と
き
は
、

中
間
人
が
小
作
人
を
つ
れ
宅
地
主
の
宅
に
赴
昔
、
共
庭
で

円

、

F

包
帖
を
作
成
し
、
中
間
人
は
之
を
地
主
、
小
行
人
に
見
せ
、
異
議
左
き
と
き
は
之
を
地
主
に
交
付
す
」
る
。
こ
の
粗
帖
は
地
主
が
之

を
保
管
す
る
が
、
契
約
の
期
限
が
来
て
、
や
め
る
場
合
に
は
、
小
作
入
忙
返
す
。
租
帖
に
記
載
す
る
事
項
は
、
小
作
料
、
小
作
期
限

的

地
積
、
七
地
の
所
在
(
山
世
帯
)
で
あ
り
、
同
至
(
四
方
m
撞
界
)
は
小
作
人
と
小
作
地
と
が
岡
村
に
あ
る
場
合
に
は
之
聖
書
か
危

ho
同

村
に
於
け
る
物
納
定
額
小
作
契
約
書
日
の
一
例
を
示
せ
ば

k
白
如
〈
で
あ
る
。

立
包
帖
人
0
0
今
包
種
到

0
0
人
名
下
井
地
O
畝
山
間
帯
村
東
係
O
O
言
明
毎
年
毎
畝
包
極
包
サ
言
明
毎
年
毎
畝
棉
花
田
十
斤
般
子
一
石
岡
家
均
一
育
明
期
歪
耽
分
節
一
律
交
情
口

説
無
想
立
恒
帖
怨
雷

中
間
人
O
O
詑
合

許
僻
平
許
耽

本
村
の
物
納
定
額
小
作
制
に
あ
り
で
は
、
不
定
期
小
作
が
多
く
、
と
れ
は
「
地
主
が
許
す
期
間
の
み
続
く
」
も
の
で
、
小
作
人
に

於
て
欠
租
(
小
作
料
滞
納
)
泣
く
、
日
台
地
主
と
の
聞
が
親
密
去
ら
ぽ
、
永
と
繕
線
小
作
せ
し
め
る
己
と
L
む
っ
て
ゐ
る
。

第
五
十
六
巻

北
支
の
物
納
小
作
制
度

第

披

三九頁。 62) 前輔、時崎小作(昭和十六年十一月)一七買。 63) 前摘、
腰城螺冷水部謹に於ける質問謄替、 (A、傍十競)二五真。 64) 前掲、小作
(昭和 I六年自十月二十五日豆寸 A 月十五日)ニ八頁。 65) 前掲、歴蝿
小作(昭和 t-プミ斗十一ー月)一八貰。 66) 前掲、小作(昭和十六年自寸月二-t. . 



停
五
十
六
巻

‘
山
東
省
陪
域
腕
冷
水
洗
読
に
於
て
は
、
物
納
定
観
小
作
契
約
は
女
書
に
上
る
も
の
が
多
〈
、
小
作
人
側
に
於
て
之
を
作
成
し
、
地

主
に
交
付
す
る
も
の
で
、
普
通
一
枚
と
す
る
叫

E

D
租
車
(
契
約
書
)
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
租
地
戸
と
地
主
名
、
地
畝
数
、
租
程

数
、
完
納
期
、
保
人
等
で
あ
る
同
今
、
同
村
正
於
け
る
租
草
D

一
例
を
示
せ
ば
左
の
如
〈
で
あ
る
。

北
長
田
物
納
小
作
制
度

博

競

立
租
草
人
0
0
0
今

租

到

-

0
0
0
名
下
某
地
若
干
言
明
特
年
制
供

O
斗
耕
縄
期
限
以

O
年
儒
度

O
年
以
内
自
許
容
酢
主
不
許
主
僻
存
十
一
組
根
日
期
目
十
月
何
度
到
期
石
上
保
人

完

帝

負

責

此

儒

両

家

情

闘

各

平

返

幌

哩

口

無

蕗

立

程

阜

儒

詩

目

保

人

O 

O 

中
華
民
凶

O
O年
O
月
O
H

立

同
村
で
は
小
作
期
間
は
、
有
期
に
し
て
、
一
一
一
年
、
五
年
が
多
く
、
七
年
、
八
年
は
比
較
的
少
記
い
。
而
し
て
同
村
で
は
小
作
期
限

庄

が
切
れ
た
と
昔
引
続
き
小
作
を
行
ほ
ん
と
す
呂
場
合
に
は
、
「
ま
た
租
車
を
書
き
直
す
L

乙
と
h
た
っ
て
ゐ
る
。

山
東
省
泰
安
腕
陀
於
て
も
、
物
納
定
額
制
で
は
小
作
人
よ
り
地
主
に
封
し
て
、

一
方
的
契
約
で
は
あ
る
が
、
保
詩
人
一
名
以
上
と

の
連
帯
責
任
主
以
て
、
小
作
契
約
書
を
作
成
・
交
付
し
、
小
作
料
額
、
納
期
、
小
作
期
限
、
小
作
料
延
滞
に
針

f
z底
置
等
主
之
陀

記
載
す
Z
も
の
と
す
る
品
ま
た
何
南
省
彰
徳
燃
に
於
て
も
、
定
額
小
作
制
に
あ
り
で
は
小
作
料
欄
及
び
小
作
朗
限
を
明
記
せ
る
契
約

書
を
取
換
す
場
合
が
多
い
。
小
作
期
限
は
一
年
が
最
も
多
く
、
三
年
乃
至
四
年
の
も
の
が
之
に
曜
い
で
ゐ
為
。

河
北
省
築
城
間
明
寺
北
柴
村
に
於
て
は
、
小
作
闘
係
の
終
了
は
地
主
の
巾
出
に
上
る
揚
合
が
多
く
、
小

• 

作
人
白
巾
出
に
上
る
場
合
は
樹
め
て
少
泣
い
。
「
地
主
の
方
か
ら
止
め
さ
す
場
合
は
、
ど
ん
た
原
悶
で
止
め
さ
ず
揚
合
が
多
い
か
」
と

(
八
)

撤
個
と
小
作
樺

-
い
あ
に
、

そ
れ
は
「
糧
食
の
滞
納
白
揚
合
」
で
あ
り
、
「
滞
納
以
外
の
珂
由
で
は
小
作
を
止
め
き
せ
る
事
は
友
い
。
L

「
で
は
悪
質
白

も
の
を
納
め
た
揚
合
は
E
う
か
」
と
い
ふ
に
、
「
地
主
は
喜
ば
た
い
、
又
小
作
E
止
め
さ
せ
る
と
と
も
あ
る
D
L
E
D
揚
合

J

小
作
を

" 

五日至十一月十五日)三O買。 67) 前掲、歴賊麻冷水溝JIl;に於げる質問I臨
主主、 (A、弾十蝉)三玉頁 68) 前掲、寸h支農村概況調査報告(ニ)ー0七
頁。 69) 前掲、小作(昭和十六年自十一月寸六日歪十一月在日)豆七頁。
前掲、襲域勝寺北柴村に於けあ質問牒答、 (A、告書五慨)ニ九頁。 71) 前70) 



止
め
さ
せ
る
場
合
が
多
い
か
、
許
す
場
合
が
多
い
か
」
と
い
ふ
に
、
「
最
初
は
u

任
意
し
て
許
す
が
、
市
ー
に
も
悪
質
白
も
の
を
納
め
た
揚

合
は
地
主
は
取

k
げ
る
L

E
と

l

込
在
る
。
「
土
地
を
取

k
げ
る
揚
合
は
も
う
外
陀
無
い
か
」
と
い
ふ
位
、
「
地
主
白
方
で
自
作
す
る
土

地
が
厄
り
色
場
合
J

一
と
符
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
斯
か
る
揚
合
、
地
主
が
小
作
地
を
取
上
げ
る
の
は
、
小
作
人
が
「
穀
物
足
穫
し
た

後
で
な
け
れ
ば
取
上
げ
る
事
は
出
来
た
い
」
己
主
、
在
つ
で
ゐ
る
。
「
牧
礎
白
秋
が
過
ぎ
た
後
で
小
作
人
が
白
問
忙
肥
料
を
施
し
た
場
合

は
E
う
た
る
か
」
と
い
ふ
に
、
こ
の
揚
合
で
も
「
地
主
は
取
上
げ
る
事
は
出
来
な
い
。
併
し
地
主
が
他
の
者
忙
、
そ
の
土
地
を
資
る

間

場
合
は
小
作
人
は
仕
方
が
一
泣
い
L

と
さ
れ
て
ゐ
る
。
併
し
同
村
で
は
「
近
頃
は
概
し
て
地
主
が
小
作
人
を
炊
し
、
小
作
人
が
糞
肥
を

施
し
た
士
地
で
も
と
り
と
げ
、
又
小
作
競
争
バ
品
刊
が
他
に
現
は
れ
て
組
欄
を
多
〈
出
せ
ば
、
地
主
は
在
来
の
小
作
人
を
無
硯
し
て
之
に

貸
す
や
う
な
風
潮
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
小
作
人
側
守
、
か
か
る
と
と
を
防
ぐ
潟
、
特
に
此
の
川
語
(
許
僻
不
許
壮
)
を
回
押
入
す
る
や
う

に
危
う
た
。
昨
年
あ
た
り
よ
り
の
小
作
契
約
書
に
は
品
川
左
も
れ
た
〈
記
入
し
て
あ
る
と
思
ふ
」
と
鴻
べ
ち
れ
て
ゐ
る
。
向
ほ
岡
村
で

は
小
作
権
白
資
質
や
脚
部
内
は
詐
さ
た
い
と
と
L
怠
っ
て
ゐ
る
。

山
東
省
陸
域
問
澗
冷
水
浴
車
に
於
て
は
、
租
曜
の
う
ち
に
「
許
客
酔
主
、
一

J

小
許
主
酔
客
」
怠
る
字
句
の
書
か
れ
て
ゐ
る
際
に
は
、
小

畑

抗
期
間
中
、
地
主
は
土
地
を
取
上
げ
る
己
と
を
得
た
い
。
併
し
小
作
人
の
「
耕
し
方
が
悪
く
で
草
が
生
え
る
場
合
、
納
租
が
悪
い
揚

仰

則

合
」
、
モ
の
他
「
地
主
が
和
地
を
資
る
揚
合
」
に
は
、
小
作
期
間
中
と
雄
も
土
地
を
取
戻
す
乙
と
が
出
来
る
。
而
し
て
斯
か
る
揚
合
に

m
 

於
け
る
寸
地
の
取
戻
し
は
、
一
般
に
収
穫
が
済
む
で
か
ら
行
は
れ
る
の
が
慣
例
で
あ
る
。
岡
村
で
は
稀
で
は
あ
る
が
、
時
小
作
も
時
四

分
行
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
輔
小
作
に
つ
い
て
は
「
地
主
が
一
個
所
に
、
例
へ
ぽ
六
畝
持
ち
、
之
を
皆
一
人
の
者
に
貸
し
度
い
揚
合
に

地
戸
の

b
で
は
=
一
畝
し
か
作
れ
た
い
時
、
地
戸
が
そ
の
六
畝
全
部
守
二
人
で
借
り
γ
一
、
そ
白
中
=
一
畝
を
他
局
者
に
更
に
貸
す
の
で
あ

り

る
一
と
い
は
れ
て
居
り
、
「
そ
の
場
合
地
主
は
、
始
め
か
ら
糊
租
を
知
っ
て
す
る
の
か
」
と
の
質
問
に
封
し
で
は
、
「
知
っ
て
ゐ
る
」
と

北
支
の
物
納
小
作
制
度

第
五
十
六
巻

傍

鵠

掲、蝿競，)、作(昭和十六年十一月)玉川頁。 72) 前掲、 A、俸五韓、三一頁。
前掲、小作(昭和十六年自 T月二十五日至十一月十五日)三O貰。 74) 前
掲、属揖小作(昭和十六汗十一月)七五頁。 75) 問書、七五頁。
自在掲、，j、作(昭和十六年自十月二f五日至十一月 1-五日)回戸頁。 宵可77) 

13) 

76) 



北
支
P
物
納
小
作
制
度

第
五
十
六
巻

傍

観

匹E

答
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

以
上
に
亙
っ
て
、
北
文
、
特
に
河
北
・
山
東
'
前
世
間
省
の
各
地
に
於
け
る
物
納
定
額
小
作
制
む
性
格
を
明
ら
か

に
し
、
そ
の
経
済
的
諸
関
係
に
つ
い
て
吟
味
し
た
。
己
の
物
納
定
額
小
作
制
は
分
谷
小
作
制
土
り
一
歩
進
歩
し
た

も
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
定
額
小
作
料
の
定
め
方
に
於
て
寧
ろ
歩
合
小
作
制
白
性
格
を
保
有
し
て
ゐ
る
賄
、
そ
の

他
減
免
慣
行
が
普
及
し
て
ゐ
る
瓢
等
に
つ
い
て
、
多
分
に
分
袋
小
作
制
の
徐
奥
を
識
し
て
ゐ
る
。
従
円

J

て
収
穫
高

に
較
ら
べ
て
小
作
料
額
も
相
官
に
高
く
、
そ
の
小
作
料
額
は
現
論
上
の
地
代
額
以
上
に
及
び
、
小
作
人
が
正
常
に

取
得
し
う
べ
昔
利
潤
や
弊
貨
の
一
部
を
も
含
む
と
と
も
あ
り
得
る
。
そ
の
他
小
作
期
間
や
耕
作
楼
も
充
分
に
安
定

従
っ
て
北
支
に
於
け
る
小
作
農
の
生
活
を
安
定
せ
し
め
、
農
業
生
産
力
を

向
上
せ
し
め
ん
と
す
れ
ば
、
今
後
に
於
て
、
此
等
の
諸
賄
に
つ
き
遁
営
危
る
改
r
t
の
加
へ
ら
れ
る
と
と
を
要
望
せ

し
て
ゐ
る
も
の
と
云
ふ
を
得
泣
い
。

ぎ
る
を
得
た
い
。

凹
掲、 IJ、作閥保事項質問鹿枠、(第十一競)九頁。 78) 前掲、 A、紫五説、三
七頁。 79) 前掲、帯十一齢、小作樺=岡田二、三買、 -0頁、 A、樺五腕
二七頁。 80) 前調、1M蛾IJ、作(昭和十六年十月)二頁。 81) 前掲、小
作(昭和十六年自十月二十五日歪卜一月寸五日)一二買。 82) 前掲、暗唱
小作(昭和寸六年十一月)凹九頁、凡三頁。 83) 前掲、北主農村概況調査
報骨(ニ)三一頁。 84) 前掲、北支農村概況調査報告(彰徳螺第一匹宋村及
俣七里府)七五頁。 85) 前掲、小作(昭和「六年自十一月十六日至ーー二月
五日〉五二頁、玉三買。 86) 同書、四一頁。 87) 前掲、小作関係事項
質問臨容(骨十一説)叶、作樺ニ岡田二、ニ頁。 88) 同帯、一一買、一二頁。
前掲、匪城小作(昭和十六年十 月)五O買。 90) 同書、三O頁。
前担、小作(昭和十六年自十月三十五日車十一月十五日)阻主頁。
同替、六一頁。 93) 同替、ニ凹頁o • 94) 同者、二五頁。

h
，
引
担




